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定期預金⁸個人向け国債、投資信託を新規購入・お預け入れ５０万円毎に 

Лѝ 500 

まとまった資金を一定期間お預け入れいただきます。スーパー定期、大口定期、 
退職金定期、ふれ愛定期等、多彩な商品ラインナップよりお選びいただけます。 
※商品によっては、最低預入金額の設定や利用条件等がございます。 

国が発行し、満期時の元本の償還や利子の支払いを行います。半年ごとに利率が変わる
「変動10年」、満期時まで利率が固定されている「固定5 年」「固定3 年」の3 タイプからお
選びいただけます。利子は年2 回（6 ヶ月ごとに）支払われます。 
※個人向け国債には、募集期間の設定があります。 

お客様から集めた資金を投資の専門家が公社債や株式等で運用します。集めた資金を複
数の投資対象に分配して投資することで、全体のリスクを抑えることが期待できます。運用の
成果として生じた収益は、分配金や償還金としてお客様に還元されます。 
※投資信託は、価格変動等により損失が生じる可能性があります。 

ὑ  
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（2014年 11 月 1 日現在） 

※一部未開催の店舗があります。※開催時間は10：00〜17：00 ですが、店舗によって異なる場合があります。 

※詳しくは〈ろうきん〉営業店またはホームページにてご確認ください。 

〈中央ろうきん〉本郷支店  
 TEL 03- 3814- 7911 FAX 03- 3814- 7910 

●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金（※）の支払いの対象ではありません。●

投資信託は株式、公社債などの値動きのある証券等（外国証券を組入れ対象としたファンドは為替変動リスクもあります。）に投資し

ますので基準価額は変動します。よって、元本及び収益金は保証されておりません。●投資信託のご購入、保有、換金に際しては、

各種手数料等【お申込金額に対して最大3.24％（税込）のお申込手数料、純資産総額に対して最大年率1.62％（税込）の信託報

酬、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額、その他運用に係る費用（監査報酬、有価証券売買手数料等※運用

状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を示すことができません。）】をご負担いただきます。商品ごとに費用が異なります

ので、目論見書補完書面・投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。●投資した資産に生じた利益および損失はすべ

てお客様に帰属します。●過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。●投資信託はあらかじめ決められ

た受益権の口数を下回ることになった場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のために有利であると認められたとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、委託会社と受託会社が合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。●当

金庫はご購入・換金のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。●投資信託

の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。●ご購入の際には目論見書補完書面・投資信託説明書

（交付目論見書）をご確認のうえご自身でご判断ください。 

 

□個人向け国債 □投資信託 □定期預金 □その他ご希望の商品（              ） 

●個人向け国債は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金（※）の規定による支払いの対象で

はありません。●個人向け国債は券面が発行されません。●個人向け国債は募集期間の設定があります。●個人向け国債の利子

には受取時に 20.315％の源泉分離課税がかかります。●個人向け国債のお申込みに際しては、購入対価のみをお支払いいただき

ます。（発行日までの日数に対して経過利子が加わる場合があります。）●個人向け国債は発行後1 年経過すれば、額面1 万円単

位で中途換金が可能です。※災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または保有者本人

が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず換金できます。●個人向け国債を中途換金する場合、次の計算式により算出される

中途換金調整額をお支払いいただきます。直前2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685 ●個人向け国債ごとの利払日、償還

日に応じて、中途換金のできない期間があります。●個人向け国債のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありませ

ん。●個人向け国債のお申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 

（※）投資者保護基金とは、証券会社の経営が破綻したとき、顧客に対する支払いの保証をする制度です。 
＊契約締結前交付書面・目論見書補完書面・投資信託説明書（交付目論見書）は、店頭（ローンセンターを除く）にご用意しております。 
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